
（ ）
年 月 日

実施
内容

事業スケジュール　/　事業経費・財源　/　必要人工

〇事業スケジュール

R７ R8
年度

4～6 7～9 10～12 1～3 4～9 10～3

○有料化の基本的な考え方について
○対象施設について
○今後のスケジュールについて

庁議で決定
したいこと及び

想定（希望）
している結論

審議結果
（政策課記入）

○原案のとおり承認する。
　ただし、庁議の意見を踏まえ、資料を一部修正すること。

事業効果
総合計画との関連

事業効果

効果測定指標 施策番号

R７ R８ R９

事業効果
年度目標

（様式１）

事 案 調 書 戦 略 会 議
審議日 令和７ 8 14

年度

案 件 名 公共施設附帯駐車場の適正利用の推進（有料化）について

所　　　管 市長公室
局
区

政策 部 経営監理 課 担当者 内線

事案概要

駐車場の適正利用の推進等によるサービスの向上を目指した本市の公共施設に附帯する利用者駐車場（以下「公共施設附帯駐
車場」という。）の有料化の考え方を整理するとともに、当該考え方に基づき駐車場を有料化するもの

審議事項

【

★

○「調整会議」、「決定会議

○

○

○

○事業効果

○効果測定指標（定量面

○施策番号

○事業効果年度目標

○事業スケ
庁内調整

○庁舎（２施設）

・市民等への周知

・準備

(事業者選定、契約、工事等)

９月議会

情報提供

庁舎駐車場有料化

★

★
12月議会

都市公園条例

改正条例案の提出

公園等駐車場有料化

○公園等（9施設）

・市民等への周知

・準備

(事業者選定、契約、工事等)
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備　　考

※関係課長打合せ会議は各局・区の総合調整担当課や施設所管課等により開催
資料のカラーユニバーサルデザイン確認済み

令和7年1月　役割分担や今後のスケジュールについて(了承）

令和7年2月　有料化の考え方や対象施設、今後のスケジュールについて(了承)

経営評価委員会 令和7年4月　有料化の考え方について意見聴取

事前調整、検討経過等

調整部局名等 調整内容・結果

関係課長打合せ会議（※） 令和6年2月　検討の方向性や今後のスケジュールについて(了承)

令和6年7月　有料化の考え方や検討対象施設、今後のスケジュールについて(了承)

報道への情報提供 資料提供

パブリックコメント なし 時期 議会への情報提供 部会 令和7年9月

日程等
調整事項

条例等の調整 条例 改廃あり 議会提案時期 令和7年12月 定例会議

〇 〇

局内で捻出する人工概要

SDGs
関連ゴールに○

必要な人工 C=A-B 0 0 0 0 0 0 0

局内で捻出する人工※ B

R1１ R１２ R1３

実施に係る人工 A

項目 R７ R８ R９ R１０

捻出する財源概要

税源涵養
（事業の税収効果）

〇必要人工（事業実施に当たり、新たな人員配置を求める場合のみ記入） （人工）

0 0 0

元利償還金（交付税措置分を除く）

一般財源拠出見込額 0 0 0 0

捻出する財源※２

うち任意分

一般財源 0 0 0 0 0

その他

0 0

特
財

地方債

国、県支出金

うち任意分

事業費（　　　　　費）

〇事業経費・財源 （千円）

項目 補助率/充当率 R７ R８ R９ R１０ R１１ R1２ R1３

○事業経費・財源

○必要人工
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（庁議結果）

【案件名について】
〇（総務法制課総括主幹）案件名について、一部の施設のみを対象とする中で、案件名は施設全般を有料化するように見受
けられる。有料化は市民への影響も大きいことから、例えば、「適正化利用」や「一部有料化」などといった表現の方が良いの
ではないか。
→（経営監理課長）駐車場の適正利用の推進を図ることが主目的であり、その手段として有料化を進めている。案件名につ
いては悩んだ部分でもあるが、議論を重ねた結果、このような表現としたが、再度検討させていただきたい。

【これまでの経過について】
〇（人事・給与課総括主幹）これまでの経過について、平成１９年度に公園駐車場の有料化が見送られているが、この時点と
状況が変わったという認識で良いのか。
→（経営監理課総括副主幹）平成１９年度のパブリックコメントでは、多くの反対意見をいただいたが、令和５年度の世論調
査では、一定の配慮がある場合を含めると約７０％が有料化しても良いと回答していただいているため、状況は変わってい
ると捉えている。
→（人事・給与課総括主幹）平成１９年度のパブリックコメントは、配慮がある場合でも反対だったのか。
→（経営監理課総括副主幹）結果的に反対意見の方が多かった。なお、パブリックコメントと世論調査では、意見の求め方な
ど手法が異なるため、結果にも影響したものと捉えている。

【有料化の基本的な考え方について】
〇（財政課総括主幹）有料化の基本的な考え方について、有料化による収益は、有料化した施設の整備・修繕費等に充当す
るということだが、収益がある駐車場とない駐車場で齟齬が生じるものと考えるが、いかがか。
→（経営監理課総括副主幹）有料化の基本的な考え方として、「利用者に還元する」ということを打ち出していく必要がある
と考え、このような表現とした。通常の維持管理であれば、各施設において当然に行っていくものであり、超える部分を活用
していくイメージである。
→（財政課総括主幹）収益については、有料化した施設のみに活用するというよりも、例えば、公園事業全体に充当するな
ど、広く活用するといった考え方が良いのではないか。
→（経営監理課長）例えば、公園等であれば９施設を対象としており、その９施設の中での活用であれば、利用者の理解も得
られるのではないかと考える。具体的なところについては、改めて財政課と調整させていただきたい。

【検討の進め方について】
〇（政策課長）説明資料１０ページについて、「次の事項に留意する」とあるが、どこを示しているかわかりづらいため、表現
を修正していただきたい。

【対象施設について】
〇（南区役所区政策課長）説明資料１６ページに対象施設として南区合同庁舎が記載されているが、「南市民ホール、大野南
公民館を含む」となっている。南市民ホールは令和８年３月末をもって閉館となるため、表現を修正していただきたい。ま
た、庁舎の長寿命化等が予定されているため、その部分も踏まえて、駐車場運営事業者を選定する必要があると考えてい
る。
→（経営監理課総括副主幹）説明資料を修正する。
→（中央区役所区政策課長）南区合同庁舎の駐車場は、南保健福祉センターが満車になった際に利用されることがある。南
区合同庁舎は有料化、一方で、南保健福祉センターは無料となった場合、南区合同庁舎の利用者が南保険福祉センターの駐
車場を利用する可能があるため、有料化する際には留意していただきたい。
→（経営監理課長）南保健福祉センターにおいて、南区合同庁舎の駐車場に誘導しているのか。
→（中央区役所区政策課長）子どもを対象とした健診があった場合など、指定された時間に多くの方が来庁されるため満車
となり、守衛において案内していると思われる。
→（経営監理課長）状況について確認する。

【運営方法等について】
〇（アセットマネジメント推進課総括副主幹）料金設定について、駐車場運営事業者から提案を受けるということだが、各施
設で料金設定が異なるのか。地域性や施設の用途などにより不公平感が生じなければいいが、料金の統一感をどのように
考えているのか。
→（経営監理課総括副主幹）適正利用の推進を目的としているため、一律の料金を設定することは難しいと考える。提案を
受けた中で、周辺駐車場との整合性等を図っていくことは必要であると考える。
→（アセットマネジメント推進課総括副主幹）提案された内容をそのまま採用するのではなく、提案を受けながら、周辺の有
料駐車場等とも比較し、判断していくということで良いか。
→（経営監理課総括副主幹）そのとおりである。
〇（総務法制課総括主幹）無料措置について、他自治体では、利用時点から有料としているところもあるため、本庁舎と同様
に「一律１時間以内を無料」とするのであれば、理由をしっかりと打ち出していただきたい。
→（経営監理課長）令和５年度の世論調査において、有料化に当たって配慮してほしい事項として、多くの方が「無料時間の
設定」とご回答いただいているため、公園等についても、本庁舎と同様の考えとしたい。なお、横浜市と川崎市は、庁舎利用
は１時間以内無料、公園等は利用時点から有料としている。

【その他】
〇（政策課長）説明資料９ページに有料化の検討対象施設の条件を示しているが、対象とした１４施設が唐突に見えてしまう
ため、検討経過やどのような状況が条件に合致したなど、具体的な部分を説明資料に追記していただきたい。また、構成員
の意見を伺った中で、各施設所管課と詳細な部分が詰め切れていない印象を受けるため、各施設所管課と調整していただ
いた上で、１４施設合意のもと、改めて庁議に諮っていただきたい。

庁議におけるこれまでの議論

（開催日） R7.7.29 （庁議種類） 調整会議

継続審議とする。
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（庁議結果）

【対象施設について】
〇（財政課総括主幹）案件名を「公共施設に附帯する利用者用駐車場の適正利用の推進（有料化）」と修正した中で、古淵鵜
野森公園としおだテクノパイル公園については、採算性が乏しいことを理由に対象外としているが、採算性のみを条件とし
て精査したように見受けられる。
→（経営監理課総括副主幹）２施設の状況を確認した結果、古淵鵜野森公園は一部不適正な利用が見受けられるものの、そ
れに伴い年間を通して混雑が発生するなどの課題が生じている状況ではない。しおだテクノパイル公園についても、公園利
用者への影響がある状況ではないため、対象外とした。

【運営方法等について】
〇（政策課長）運営方法について、公園の「施設の設置管理許可」、それ以外の「貸付」の違いについて確認したい。
→（経営監理課主査）駐車場運営事業者が運営するという点については変わらないが、公園は都市公園法、それ以外は地方
自治法が法令根拠となっており、法令の違いによるものである。
→（政策課長）駐車料金は、駐車場運営事業者の歳入となるのか。
→（経営監理課総括副主幹）そのとおりである。利用者が支払う料金は運営事業者の歳入となり、事業者が市に支払うのは
貸し付けた料金である。
→（政策課長）利用者への還元は、事業者からの貸付料を財源にするということか。
→（経営監理課総括副主幹）そのとおりである。

庁議におけるこれまでの議論

（開催日） R7.7.31 （庁議種類） 調整会議

原案のとおり上部会議に付議する。
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（庁議結果）

【経過について】
〇（シビックプライド担当部長）令和５年度の世論調査について、「どちらかといえば有料化すべきでない」と回答した方を対
象に改めて質問した結果が説明資料の数値であり、「有料化すべき」及び「有料化はやむを得ない」は４７.３％であったと認
識している。誤解が生じるのではないか。
→（経営監理課長）２段階方式となっている設問をまとめた結果となっているが、誤解が生じないよう修正させていただく。

【有料化の基本的な考え方について】
〇（財政部長）説明資料６ページの有料化の基本的な考え方について、施設利用者以外の駐車が散見され、混雑の一因と
なっているとのことだが、根拠はあるのか。
→（経営監理課長）施設所管課への照会やヒアリングにより状況を確認した。
→（財政部長）夏頃のみや土日祝日のみを有料化するといった考え方は適用できないのか。
→（経営監理課長）駐車場の適正利用は年間を通して図るものであると考える。
→（財政部長）対象施設は、平日も施設利用者以外の駐車や混雑といった状況にあるということか。
→（経営監理課長）そのとおりである。

【料金設定等について】
〇（財政部長）料金設定等の無料措置について、障害者（施設利用者に限る。）が乗車している場合とは、どのような利用を
想定しているのか。
→（経営監理課長）公園や体育館を利用した場合である。なお、障害者の利用を無料としている自治体が多いことから参考
とし設定したものである。
〇（シビックプライド担当部長）ギオンスタジアムがある相模原麻溝公園について、サッカーなどの試合が開催された際、
チームや関係者が専用利用している。有料化した場合、どのような取扱いとなるのか。
→（経営監理課主査）専用利用が発生する施設については、専用利用により収益が得られないことがあることを前提に駐車
場運営事業者を募集するなどの方法を想定している。

【今後のスケジュールについて】
〇（市長公室長）議会における部会への説明について確認したい。
→（総務法制課長）駐車場の有料化については総務部会、都市公園条例の改正については市民環境経済部会、２部会への説
明を想定している。

（開催日） R7.8.6 （庁議種類） 決定会議

原案のとおり上部会議に付議する。ただし、庁議の意見を踏まえ、資料を一部修正すること。

庁議におけるこれまでの議論
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公共施設附帯駐車場の
適正利用の推進（ 有料化） について

1

令和７ 年８ 月１ ４ 日
戦略会議 説明資料



2

駐車場

・ 市営駐車場【 有料】
（ 橋本駅、 相模原駅、

相模大野駅、 小田急相模原）

・ 市役所駐車場【 有料】

・ その他の市の施設の駐車場
（ 公共施設附帯駐車場）

・ コインパーキング
・ スーパーなどの駐車場

民間

市

今回審議の対象と する施設



◆審議事項

3

○ 有料化の基本的な考え方について

○ 対象施設について

○ 今後のスケジュールについて



取組内容年度

・ 新相模原市行政改革大綱
⇒ 「 公共施設駐車場のあり 方の検討」 を位置付け

平成１ ０ 年度

・ 市役所（ 庁舎） 周辺駐車場の有料化
⇒ 駐車場の混雑緩和を目的と して、 時間貸しのコインパーキングと して運営する

こ と により 、 混雑緩和に大きな効果を発揮すると と もに、 財政面にも効果があった
（ H2 6～ 約6 0 0万円／年、 R元～ 約1 ,0 0 0万円／年、 R6～ 約3 ,5 0 0万円／年）

平成２ ６ 年度

・ 相模原市行財政構造改革プラ ン
⇒ 「 公共施設利用者用自動車駐車場の有料化に向けた取組」 を位置付け

令和３ 年度

・ 市政に関する世論調査（ 1 ,2 7 7 人／3 ,0 0 0 人から 回答）
⇒ 賛成4 7 .3 ％（ 6 0 4 人） 、 反対4 9 .3 ％（ 6 3 0 人）
⇒ どのよ う なこ と に配慮をすれば有料化しても よいかたずねたと こ ろ、 無料時間

の設定が最も多かった

令和５ 年度

・ さ がみはら 都市経営戦略
⇒ 公共施設附帯駐車場の有料化を取組の一つと して位置付け

令和７ 年度

◆経過

4



◆令和５ 年度 市政に関する世論調査

5

賛成4 7 .3 ％
（ 6 0 4 人）

反対4 9 .3 ％
（ 6 3 0 人）

(8 0 人) (5 2 4 人) (2 8 0 人) (3 5 0 人)
(4 3 人)

◆有料化について

現在無料と している市の施設（ 公園・ 体育館・ 区合
同庁舎など） の駐車場について、 適正利用の推進や、
施設の維持管理費の確保の観点から、 有料化を検討し
ていますが、 あなたはどのよう に思いますか。
（ ○は１ つ）

3 ,0 0 0 人のう ち
1 ,2 7 7 人（ 4 2 .6 ％） から回答

◆どのよう なこ と に配慮すれば有料化してもよいか

現在無料と している市の施設（ 公園・ 体育館・ 区合
同庁舎など） の駐車場を 有料化する場合、 どのよう
なこ と に配慮すべきですか。 また、 どのよう なこ と
に配慮すれば有料化しても よいと 思いますか。
（ ○は１ つ）

(3 5 0 人) (1 5 6 人) (2 7 2 人)
(1 4 人)(1 2 人)

８ ０ ４ 人に対し
追加質問



１ 有料化の基本的な考え方

6

○ 施設利用者以外の駐車が散見さ れ、 混雑の一因と なっており 、 対策が求められている。

○ 課題解決のために駐車場の有料化に取り 組むものと する（ 受益者負担の考え方も踏まえる） 。

○ なお、 駐車場の有料化による歳入について、 有料化した施設の整備・ 修繕費等サービスの

維持・ 向上に活用する。

※ 駐車場の利用は、 利用者に選択性があるこ と 、 また、 一定のスペースを一時的に占有する

便益を受けていること から、 受益者負担（ 駐車料金） を求めるこ と ができるサービスである。



公共施設附帯駐車場（ １ ３ ５ 施設・ 約７ ４ ０ ０ 台） について、 不適正な利用や管理にかかる

負担の状況、 民間事業者へのヒ アリ ングによる採算性等を総合的に勘案し、 令和８ 年度以降有

料化の対象施設（ １ ４ 施設・ 約３ ７ ０ ０ 台） と する。

２ 対象施設（ １ ４ 施設・ 約３ ７ ０ ０ 台）

施設名称施設の分類

第
１
段

緑区合同庁舎（ 2 8 2 台）庁舎
（ ２ 施設・ 3 9 9 台） 南区合同庁舎（ 1 1 7 台）

相模原北公園（ 1 9 5 台） 、 北総合体育館（ 7 6台）

公園等
（ ９ 施設・ 2 ,97 7台）

相模原麻溝公園（ 1 ,4 2 5 台） 、 総合体育館（ 2 2 2 台） 、 市民健康文化センター（ 9 9 台）

小山公園（ 5 5台）

横山公園（ 3 9 7 台）

淵野辺公園（ 3 1 5 台）

相模原スポーツ・ レク リ エーショ ンパーク （ 1 9 3 台）
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鹿沼公園（ 6 7台） 、 図書館（ 7 5 台） ⇒公共施設の再編・ 再整備に合わせて有料化を実施する。その他
（ ３ 施設・ 3 1 3 台）

第
２
段 北市民健康文化センター（ 1 7 1台） ⇒改修を予定していることから、 時機を捉えて有料化を実施する。

令和８ 年度の有料化以降、上記以外の施設（ １ ２ １ 施設） についても、周辺環境の変化等により 、有料化を実施する。
第
3
段



３ 料金設定等

（ １ ） 料金設定について

○ 駐車料金は、 駐車場運営事業者から提案を受け、 周辺の有料駐車場や近隣自治体の類似

施設の料金等を踏まえて設定する

（ ２ ） 無料措置について

○ 一律１ 時間以内は無料と する。

○ その他、 次に該当する場合、 無料と する。

（ ３ ） 駐車場有料化による歳入の活用方法について

○ 年間約6 ,0 0 0 万円程度の歳入増が見込まれる。

○ 有料化した施設の整備・ 修繕費等サービスの維持・ 向上に活用する（ 樹木管理、 遊具等） 。
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【 その他の無料措置（ 主なもの） 】

・ 市の窓口での相談や混雑のために１ 時間を超過した場合

・ 障害者（ 施設利用者に限る。 ） が乗車している場合 など



４ 今後のスケジュール
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・ 市民等への周知
・ 準備

（ 事業者選定、 契約、 工事等）

駐車場有料化
（ 貸付）

・ 市民等への周知
・ 準備
（ 事業者選定、 契約、 工事等）

駐車場有料化
（ 貸付・ 公園施設の設置管理許可

公園施設の設置管理許可使用料
（ 駐車場） を追加

１ ㎡3 0 0 円以上／年

※令和８ 年度以降、 第２ ・ 第３ 段の有料化も 実施
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○開催日 ：令和７年８月１４日 

○開催場所：第１特別会議室 

 

○案件名：公共施設附帯駐車場の適正利用の推進（有料化）について 

 

○担当課：市長公室 政策部 経営監理課 

 

○出席者 ■：出席 □：欠席 (代）：代理出席 

 

（庁議構成員） 

■市長 ■石井副市長 ■奈良副市長 ■大川副市長 ■鈴木教育長 ■市長公室長 

■総務局長 ■財政局長 □政策部長 ■シビックプライド担当部長 (代)財政部長 

■緑区長 ■中央区長 ■南区長 

 

（担当課） 

■市長公室長 ■経営監理課長 ■政策課長 

 

 
 

（１）主な意見等 

〇( 市長) 公園において試合等が開催さ れ専用利用があっ た場合、駐車料金は徴収し ないと いう

こ と か。  

→( 経営監理課長) 専用利用に関し ては、駐車料金を 徴収し ないこ と を 条件に駐車場運営事業者

を募集する予定である。  

→( 奈良副市長) 駐車場運営事業者から 年間の試合数等について、詳細な情報を 求めら れるので

はないか。  

→( 経営監理課長) 駐車場運営事業者と の調整の中で決めていく こ と になると 考える。  

→( 市長) 例えば、 関東イ ン カ レ 陸上などの大会が開催さ れ関係者が駐車場を 専用利用し た場

合、 駐車料金は徴収し ないのか。  

→( 市長公室長) 様々なケースが想定さ れるため、駐車料金の徴収の有無については、駐車場運

営事業者と の調整が必要と なる。  

→( 奈良副市長) 誰が見ても 分かり やすいよう にすべき と 考える。例外規定を設けると 、 他の利

用形態についても 例外的な取扱いを するこ と になり かねない。  

→( 市長公室長) 決定会議では専用利用に関し て駐車料金を徴収し ない方針で議論し ていたが、

ご意見をいただいているため、 専用利用であっ ても 駐車料金を 徴収する方針に変えさ せて

いただく 。  

→( 市長) 例えば、 ホームチームタ ウンの専用利用は無料、 他の団体は有料と し た場合、 整合が

図れなく なるのではないか。 また、 見込まれる歳入も 確保でき なく なる恐れがある。 専用

利用の場合、 一律何円と いっ た設定も あるのではないか。 有料化にあたっ ては様々な意見

が出ると 考えら れるが、 例外規定を 設けるこ と で、 有料化の目的が果たせなく なるのでは

ないか。  

→( 市長公室長) 最初に例外規定を 設けると 広がる可能性があり 、年間約６ ，０ ０ ０ 万円の歳入

が確保でき なく なる恐れも あるため、 基本的には専用利用であっ ても 駐車料金を徴収する
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方針で進めさ せていただく 。  

 〇( 市長) 無料措置について、その他の無料措置と し て「 市の窓口での相談や混雑のために１ 時

間を 超過し た場合」 と 「 障害者（ 施設利用者に限る。） が乗車し ている場合」 と 説明資料に

記載さ れているが、 他にどのよう な場合が無料措置と なるのか。  

→( 経営監理課長) 例えば、審議会等への出席者や傍聴者などを 想定し ている。本庁舎駐車場で

規定し ている無料措置を準用する考えである。  

→( 市長) 審議会等への出席者であれば理解でき るが、自発的に来ら れた傍聴者まで無料と する

のか。 こ れから の議論になるかと 考えるが、 ある程度の線引き は必要になると 考える。  

→( 市長公室長) 無料措置の考え方については、 改めて整理さ せていただく 。  

→( 市長) 今後の資料には、 明確に記載し ていただき たい。  

〇( 市長) 今後のスケジュ ールについて、庁舎の有料化は４ 月以降、公園等の有料化は７ 月以降

と あるが、 同時期に実施し た方が市民にも 分かり やすいのではないかと 考える。  

→( 経営監理課長) 実施時期については７ 月以降と さ せていただく 。  

→( 市長) 実施にあたっ ては周知を し っ かり と し ていただき たい。  

〇( 財政局長) 相模原麻溝公園は県立相模原公園と 隣接し ているが、有料化にあたり 神奈川県と

調整を 要するのか。  

→( 市長公室長) 情報提供は必要であると 考える。  

〇( 奈良副市長) 無料措置について、本庁舎駐車場に準ずると の発言があっ たが、今回の対象施

設の大半は公園等である。 現時点で想定する公園等の無料措置と は、 どのよう な場合か。  

→( 経営監理課長) 障害者が乗車し ている場合であるが、様々なケースが想定さ れるため、施設

所管課と 調整し ていく 。  

→( 奈良副市長) 適正利用の推進と 受益者負担と いう こ と であれば、公園利用者以外も 駐車する

こ と が考えら れるため、 分かり やすく 駐車料金を徴収し た方がいいと 考える。  

→( 市長公室長) 先ほども ご説明し たよう に、無料措置の考え方については、改めて整理さ せて

いただく 。  

○( 奈良副市長) 対象施設である「 鹿沼公園」 及び「 図書館」 を第２ 段と し ており 、 公共施設の

再編・ 再整備に合わせると あるが、 第１ 段と 共に駐車場運営事業者へ判断を 委ねても いい

のではないか。  

→( 市長公室長) 駐車場運営事業者から 提案があれば、 例えば、 第２ 段の施設が第１ 段、 第３ 段

の施設が第１ 段になる可能性も ある。  

→( 奈良副市長) こ の２ 施設については、駅利用者の駐車が多いと 認識し ているため、まずは有

料化すべき と 考える。  

→( 石井副市長) 説明資料には、 第１ 段、 第２ 段と の記載があるが、 令和８ 年以降の有料化の対

象施設１ ４ 施設であり 、 第２ 段だから と いっ て遅いと いう 書き 方ではないと いう 認識で良

いか。  

→( 市長公室長) そのと おり である。  

〇( 中央区長) 現在、 公園については「 子育て応援公園」 と 位置づけている公園も あり 、 子ども

の施設使用料等の無料化にも 取り 組んでいる 。 そのため、 駐車場有料化に関し ては、 し っ

かり と ご議論いただき 、 様々な意見に対し て答えら れる論理ある説明をお願いし たい。 ま

た、 不正利用が多く 利用者が駐車でき ないと いう 公園はあまり ないよう に感じ る。 適正利

用の推進を 全面に打ち出し ていく 中で、「 駐車でき るのに」 と いっ た意見が出た際に答えら

れるも のなのか、 現状の確認も 含めて整理し ていただき たい。  
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〇( 市長) 現在、 淵野辺公園の駐車場は２ か所か。  

→( 公園課長) そのと おり である。  

→( 市長) アイ ススケート 場前のスペースは駐車場ではないのか。  

→( 中央区長) 臨時の駐車場と なっ ている。  

→( 市長) 有料化し た際、 臨時駐車場も 駐車料金を 徴収すると いう こ と でいいか。  

→( 経営監理課長) そのと おり である。  

 

 

（２）結 果 

○原案のと おり 承認する。  

ただし 、 庁議の意見を 踏まえ、 資料を一部修正するこ と 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


